
伴走型相談支援

経済的支援

支援の流れ

①妊娠届出時（市役所での面談）
　出産までの見通しを立てたり、支援サービスを紹介します。

　妊娠・出産・子育て期を安心して過ごしていただくため、保健師などに
よる面談など継続的な「相談支援」と、出産・育児用品購入などの経済的
負担を軽減するための「経済的支援」を併せて行います。

出産応援給付金１ ２ 子育て応援給付金

５万円 ５万円

③乳児家庭全戸訪問時（訪問にて面談）
　産後のお母さんの体調や赤ちゃんの様子をお伺いし、子育て支援
　サービスの紹介や育児相談などにお応えします。

妊娠・出産・子育てについての相談ができます。

出産・子育ての経済的負担をサポートします。
※申請書類などは面接および訪問時にお渡しします。

対象：�妊娠届出時の
　　�面談を行った方

対象：�乳児家庭全戸訪問
を終えた方

子ども1人当たり
さらに！

②希望者は面談

保健師などによる

伴走型相談支援

①妊娠 ②妊娠8カ月ごろ ③出産
ア
ン
ケ
ー
ト
の
送
付

出産応援給付金１
①面談 ③訪問

子育て応援給付金２

対象者
中野市に住民票のある、２０２２年４月以降に出産された方
（これから出産する方・妊娠届を提出される方も含む）
※２０２３年１月３１日までに出産された方・妊娠届を提出された方は、
   個別に通知を郵送いたします。

その他、子育て応
援アプリなどを通
じて子育てに関
する継続的な情
報を発信します。

保健師・助産師がお話を

聞かせていただきます。

⇒

②妊娠８カ月ごろ
　妊娠7カ月ごろにアンケートを送付しますのでご回答ください。
　出産時や産後の不安・悩みなどの相談をお受けします。（希望者には面談）

相談支援…健康づくり課�☎（22）2111(内線388）
経済的支援…子育て課�☎（22）2111(内線3５６）

問


